
医師の働き方改革に係る
県（勤改センター）の取組等について
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１ 現状とこれまでの取組について



１－１ 都道府県別の評価センターの受審状況

■県への申請状況（8/31現在）

・申請：３４件（特定労務管理対象医療機関として指定済）

■評価センターの受審状況（8/26現在）

・評価センター受審申込件数は、全国で494件

・県内医療機関の受審申込件数は35件

⇒特例水準の申請予定医療機関は35件（今後増減の可能性あり）

（３月webフォームアンケート結果（３/14〆）より）
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１－２ 特定労務管理対象機関一覧①
二次
医療圏

医療機関名 水準

1

横浜

公立大学法人
横浜市立大学附属病院

連携B

2
公立大学法人横浜市立大学附属
市民総合医療センター

B

3 横浜市立みなと赤十字病院 B

4 昭和大学横浜市北部病院 連携B

5 昭和大学藤が丘病院 連携B

6 昭和大学藤が丘リハビリテーション病院 連携B

７
独立行政法人労働者健康安全機構
横浜労災病院

B

8
聖マリアンナ医科大学
横浜市西部病院

B

9
医療法人財団明理会
東戸塚記念病院

B

10 聖隷横浜病院 B

11
独立行政法人国立病院機構
横浜医療センター

B

12
医療法人社団明芳会
横浜新都市脳神経外科病院

B

二次
医療圏

医療機関名 水準

13

川崎
北部

聖マリアンナ医科大学病院 B

14 帝京大学医学部附属溝口病院 連携B

15
医療法人社団亮正会総合高津中央
病院

B

16

川崎
南部

日本医科大学武蔵小杉病院 B、連携B、C-1

17 川崎市立川崎病院 B、C-1

18
独立行政法人労働者安全機構
関東労災病院

B

19 相模原 北里大学病院
B、連携B、
C-1、C-2

20
横須賀・
三浦

医療法人徳洲会湘南鎌倉総合病院 B、C-1

21

湘南
東部

藤沢市民病院 B

22 一般財団法人同友会
藤沢湘南台病院

連携B、C-1

23 医療法人徳洲会湘南藤沢徳洲会病
院

B、C-1

24 茅ヶ崎市立病院 B

25 医療法人徳洲会茅ヶ崎徳洲会病院 B
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１－３ 特定労務管理対象機関一覧②

二次
医療圏

医療機関名 水準

26

湘南
西部

国家公務員共済組合連合会平塚共済病院 B

27 平塚市民病院 B

28 東海大学医学部付属病院 B、連携B、C-1

29

県央

医療法人徳洲会湘南厚木病院 B、C-1

30 厚木市立病院 B

31
社会医療法人社団三思会
東名厚木病院

B、C-1

32 医療法人徳洲会大和徳洲会病院 B

33
社会医療法人ジャパンメディカルアライアンス
海老名総合病院

B、C-1

34 県西 小田原市立病院 B



「医師の働き方改革」を推進しつつ、限られた医療資源を効率的に活用して「地域医療の継続」との両立を図っ

ていくことを目的として、各医療機関における働き方改革の「水準」等の情報共有と「地域における今後の救急

医療体制」について認識のすり合わせを行う。

１－４ 第３回地域WGの開催について

【結果】

（１）「働き方改革」スタート直前に、各医療機関における働き方改革の「水準」等の情報共有と「地域における今後の救

急医療体制」について、初期救急も含め、関係者間で一定の情報共有・課題の共有ができた。

（２）４月以降も体制維持を見込む医療機関、地域も多くあったが、「働き方改革」が実際に始まってみないと、その影響

がどの程度生じるのかわからないという意見が多数あった。

（３）2次輪番については、４月以降も維持できると見込んでいる地域が多かったが、派遣医師の引上げ等により、輪番制の

調整が難航している地域や、輪番制そのものについて今後見直しが必要ではないかと意見が出された地域もあった。

【目的】

Ｒ６.２.２９～３.２６【期間】
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２ 令和６年度の取組について



センター長
（伊東保健医療人材担当課長）

事務局長
（藤内課長代理）

担当者
人材確保グループ ２名

（新澤、山本）

事務局
（神奈川県 医療整備・人材課）

労務管理支援
（医療労務管理相談コーナー）

医業経営支援

神奈川労働局

労務管理
支援事業を委託

（㈱）タスクールPlus （公社）医業経営コンサルタント協会
神奈川支部

医業経営支援
事業を委託

２－１ R6年度 神奈川県医療勤務環境評価センターの体制

神奈川県医療勤務環境改善支援センター

8



9

２－２ 今年度の神奈川県勤務環境改善支援センターの取組について

（１） 特定労務管理対象機関の支援

「医師の労働時間短縮等に関する指針」（令和４年厚生労働省告示第７号）では、B水準、連携B水準について、
令和17年度末にむけて、段階的に年間の時間外・休日労働時間の短縮を目指していくこととするとともに、C-1及びC-2水
準についても、制度の適切な運用を通じて各都道府県における着実な医師の働き方改革の推進に取り組むこととしている。

（２） A水準医療機関のモニタリング及び支援

現時点で特定労務管理対象機関としての指定を受けていないものの、時間外・休日労働時間が相当程度見込まれる医療
機関への定期的なモニタリングを実施する。



（３） 立入検査後の勤改センターによる支援

立入検査で実施が不十分な事項を確認した場合には、勤改センターによる支援を通じた労務管理体制等の改善が重要と
なってくる。

（４） 医師をはじめとする医療職に対する制度理解促進

働き方改革制度に対する理解が十分でなく、タスクシフト・シェアなどの労働時間短縮のための取組が進まない医療機関
の医療職に対して制度理解を高めるための説明会などを行っていく必要がある。
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２－３ 今年度の神奈川県勤務環境改善支援センターの取組について
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２－４ 特定労務対象医療機関への訪問

訪問した特定労務管理対象医療機関数 29機関

 主なヒアリング結果

・業務多忙ということもあり、医師からの時間外申請が遅れてしまう傾向がある。

そのため、時間外労働の把握がリアルタイムでできず、面接指導の実施などに

影響が出ている。

・副業・兼業先と面接指導結果の共有や時間外労働時間の共有はできていない。

・脳神経外科などの医師数が少ない診療科や救急などの業務量が多い診療科では

時間外労働を減らすことが困難

・勤務間インターバルの確保や代償休息の付与に苦慮している。

・組織として働き方改革に取り組む病院もあれば、経営層と現場（事務含め）で温

度感がそろわない病院など、病院ごとに取組状況にバラつきがみられる



２－５ 地域医療介護総合確保基金 事業区分Ⅵについて
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説明は以上となります。


